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産業技術総合研究所

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

保高徹生

土壌汚染のリスク
（リスクの考え方と備え）

「土壌汚染対策セミナー」（主催：環境省・日本環境協会）
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土壌汚染対策のアプローチの変遷

・浄化方法/目標を複数指標で評価
・サステイナブルレメディエーション
・グリーンレメディエーション

リスクベース アプローチ

コスト/基準値/技術ベース アプローチ

サステイナブル アプローチ

U
S

U
K

E
U

日
本

古川ら（2013）を一部変更

・浄化目標をリスクベースで評価
・概念 ：RBCA等
・法 ：CERCLA
・モデル ：C-soil、GERAS

一概にどの方法が良いとはいえない。コンセプトが異なる。

・浄化目標は一律
・浄化目標を達成する技術開発
・低コスト化

ステークホルダーの意見を取
り入れ、より適切な意思決定

を目指す考え方
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環境

経済

社会

サステナブル・アプローチ
サステナブル・レメディエーション

環境・社会・経済を考慮して、
ステークホルダーの意見を取り入れより適切な意思決定を目指す



4

土壌汚染対策のフロー

土壌
汚染
調査

汚染あり

汚染なし

汚染の除去

汚染の管理

掘削除去

原位置浄化

封じ込め

被覆・
モニタリング

土地
売買

土地
賃借

土地
改変

資産
評価

ISO・
自主的
調査

法・
条例

対策方法

それぞれの対策には、環境面/社会面/経済面でのメリット/リスクがある。
いろんな選択肢を知っておくこと、選択肢を検討する時間があることが重要

契機

図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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本日の流れ

１．土壌汚染のリスクの考え方と備え

２．土壌汚染対策の歴史と現状

３．汚染土壌を残して活用した事例

４．土壌汚染の環境リスクを評価する
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土壌汚染のリスク

自分／自社が持っている土地で
「土壌汚染が存在した場合のリスク」
と聞いて何を思い浮かべますか？？？

3個、書いてください。
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環境

経済

社会

土壌汚染のリスクの例

記載したリスクは環境・社会・経済のどこに分類されますか？
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環境

経済

社会

対策コスト

不動産価値

レピュテーション
リスク

法務リスク

周辺住民との関係

人健康リスク

地下水資源

土壌汚染のリスクの例（他にもあると思います。）

周辺環境へ
の影響

対策による
工事車両増加

土地利用制限
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土壌含有量基準土壌溶出量基準

◆汚染地下水の飲用リスク
70年間1日2L、汚染された地下水を

摂取した場合の摂取量

◆汚染土壌の直接摂取リスク
70年間居住する場合の汚染土

壌の摂取量

土壌汚染による人健康リスク

• 土壌汚染対策法では、地下水飲用リスクと土壌の直接摂取のリスクを考慮。
• 農用地の土壌汚染の防止等に関する法律では、作物経由のリスクを考慮。

土壌・地下水中の
汚染物質の有害性

土壌・地下水中の
汚染物質の摂取量

× =
土壌・地下水汚染
の人健康リスク
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対策により土壌汚染によるリスクはどう変わる？

土壌含有量基
準を超過する
汚染土壌

汚染土壌の
直接摂取

被覆

汚染除去

管理型対策

除去型対策

• 健康リスク防止
• 工期短い
• コスト安い
• 汚染残る
• etc

• 健康リスク防止
• 工期長い
• コスト高い
• 汚染残らない
• etc

どちらの対策が良いかは、

将来的な当該地の利用方法、
や関係するステークホルダー
の立場によって変わりうる。
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地下水飲用経由のリスクを考える

土壌溶出量基
準を超過する
汚染土壌

地下水の飲用

土壌溶出量基準を超えている土壌が存在した場合でも
飲用井戸の場所や汚染物質の種類、濃度、地質等によって人の健康リスクは大きく異る。

敷地境界

10km

敷地境界

300m
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質問

「あなたは、自分が居住する家から1km先で基準値
の10倍の鉛を含んだ土が確認されたと聞きました。
事業者は、その汚染土壌を残して被覆対策をして、
“安全に”ショッピングセンターを建築すると聞
いた場合、どう思いますか？」

1. 問題ない。

2. 嫌だ。

その理由はなんでしょうか？？

被覆
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汚染を残して活用する場合は

コミュニケーションをしっかりして、
関係者の理解をはかることが重要

また、不動産価値等の社会経済的な
視点も理解しておくことが重要
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環境

経済

社会

対策コスト

不動産価値

レピュテーション
リスク

法務リスク

周辺住民との関係

人健康リスク

地下水資源

土壌汚染のリスクへの備え
◆土壌汚染対策の方法によって残存するリスクは変わる事を知っておく。

周辺環境へ
の影響

対策による
工事車両増加

土地利用制限

後半：環境リスク評価

コミュニケーション
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土壌汚染のリスクへの備え
①土壌汚染対策の方法によって残存するリスクは変わる事を知っておくこと
②複数の土壌汚染対策のメリット/デメリットを比較すること
③早めに状況把握し、対策の意思決定にしっかり時間をかけること
④土壌汚染を発生させないことが重要
⑤ステークホルダー（利害関係者）により重要視する項目が異なる。
ステークホルダーとの対話を早い段階から実施すること

土壌
汚染
調査

汚染あり

汚染なし

汚染の除去

汚染の管理

掘削除去

原位置浄化

封じ込め

被覆・
モニタリング

土地
売買

土地
賃借

土地
改変

資産
評価

ISO・
自主的
調査

法・
条例

図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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２．土壌汚染対策の歴史と現状
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重金属等

炭化水素

有機塩素化合物

様々な土壌汚染物質

京都大学 勝見武教授の資料より

自然由来重金属等
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土壌含有量基準土壌溶出量基準

◆汚染地下水の飲用リスク
70年間1日2L、汚染された地下水を

摂取した場合の摂取量

◆汚染土壌の直接摂取リスク
70年間居住する場合の汚染土

壌の摂取量

土壌汚染による人健康リスク

• 土壌汚染対策法では、地下水飲用リスクと土壌の直接摂取のリスクを考慮。
• 農用地の土壌汚染の防止等に関する法律では、作物経由のリスクを考慮。
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1980年代後半より：市街地における地下水汚染が顕在化

・2003年：土壌汚染対策法施行

・人の健康リスク
・飲用地下水源

・1991年：土壌環境基準制定

人の健康リスクを防止するための対策

・高額な土壌汚染対策費用

→ 中小事業者への負担、未利用地問題（BF問題）

・汚染土壌の処分先の問題

土壌汚染に起因する社会・経済的な影響

・調査、対策数の大幅な増加

・土壌汚染対策方法の掘削除去への偏り

土壌汚染対策の長期的な変遷
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土壌環境センター 土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査
https://www.gepc.or.jp/04result/info1.htm

土壌汚染対策の実態：調査・対策件数・金額

土壌環境センターの調査によると、2019年度は
土壌調査件数は6669件（71億円）
対策件数は857件（663億円）
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土壌汚染対策の実態：調査・対策件の契機

土壌環境センター 土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査（令和元年度）
https://www.gepc.or.jp/04result/press_2019.pdf

土壌環境センターの調査によると、
土壌調査で、土対法に基づく調査は10%、条例・要項に基づく調査は5%であり、
自主調査が全体の85%をしめる。
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土壌汚染対策の実態：調査・対策件の契機

土壌環境センター 土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査（令和元年度）
https://www.gepc.or.jp/04result/press_2019.pdf

土壌環境センターの調査によると、調査の大部分を締める自主調査
では、土地売買を契機とする調査が圧倒的に多い。
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土壌汚染の対策方法

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/support/guideline.files/r2dojyoguideline_all.pdf

図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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土壌汚染の対策方法のコストと期間の例
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/support/guideline.files/r2dojyoguideline_all.pdf

図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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土壌汚染対策の実態：採用されている対策手法１

土壌環境センター 土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査（令和元年度）
https://www.gepc.or.jp/04result/press_2019.pdf

土壌環境センターの調査によると、土対法契機の対策では、
掘削除去が選定される割合が高い。



26

土壌汚染対策の実態：採用されている対策手法２

土壌環境センター 土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査（令和元年度）
https://www.gepc.or.jp/04result/press_2019.pdf

土壌環境センターの調査によると、自主対策では、地下水汚染の拡
大防止や原位置浄化の件数・割合が法対象調査と比較して多い。
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行

土壌汚染対策の実態：採用されている対策手法の変化
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３．汚染土壌を残して活用した事例

東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドラインより
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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図の出典：東京都環境局
中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
令和２年12 月改訂第３.００版発行
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４．土壌汚染の環境リスクを評価する
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土壌含有量基準土壌溶出量基準

◆汚染地下水の飲用リスク
70年間1日2L、汚染された地下水を

摂取した場合の摂取量

◆汚染土壌の直接摂取リスク
70年間居住する場合の汚染土

壌の摂取量

土壌汚染による人健康リスク

• 土壌汚染対策法では、地下水飲用リスクと土壌の直接摂取のリスクを考慮。
• 農用地の土壌汚染の防止等に関する法律では、作物経由のリスクを考慮。

土壌・地下水中の
汚染物質の有害性

土壌・地下水中の
汚染物質の摂取量

× =
土壌・地下水汚染
の人健康リスク
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地下水飲用経由のリスクを考える

土壌溶出量基
準を超過する
汚染土壌

地下水の飲用

土壌溶出量基準を超えている土壌が存在した場合でも
飲用井戸の場所や汚染物質の種類、濃度、地質等によって人の健康リスクは大きく異る。

敷地境界

10km

敷地境界

300m
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移動距離は（だいたい）何で決まるか？

帯水層

不飽和帯

汚染
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移動距離は（だいたい）何で決まるか？

帯水層

不飽和帯

汚染

３．土への吸着
４．微生物分解（VOC）
（分散等）

１．汚染源濃度

２．地下水の流速

・透水係数
・動水勾配

・分配係数

・半減期
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透水係数

環境省水・大気環境局土壌環境課 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールの操作マニュアル
措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツールの操作マニュアル
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/tool_man.pdf

土質の種類によって、透水係数は1000倍も異なる
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地下水流向

L
（最大傾斜方向）

Ｗｈ1
GL-10m

Ｗｈ2
GL-15m

観測井

観測井

地下水位等値線

地下水位等値線

動水勾配

2000m

動水勾配＝2点間の地下水位の高さの差／2点間の水平距離
＝ (15-10)/2000 =1/400

元図の出典：環境省水・大気環境局土壌環境課 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールの操作マニュアル
措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツールの操作マニュアル
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/tool_man.pdf
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動水勾配

元図の出典：環境省水・大気環境局土壌環境課 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールの操作マニュアル
措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツールの操作マニュアル
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/tool_man.pdf
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分配係数

土

・汚染物質の土壌への吸着のしやすさ。
・吸着しやすいほど、移動が遅い。
・一般に、重金属類＞フッ素・ホウ素・六価クロム＞VOC
・一般に、粘性土＞砂質土

土

吸着しやすい物質 吸着しにくい物質
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環境省のツール

１．地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールの操作マニュアル
自治体が評価・確認を実施

２．措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の
計算ツールの操作マニュアル（暫定版）
事業者が目標を設定し、自治体が確認を実施

３．自然由来等土壌構造物利用施設における新たな地下水汚染
を引き起こさないための措置の決定に係る個別サイト評価の計算
ツールの操作マニュアル（暫定版）
事業者が評価を実施し、自治体が確認を実施
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１．地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールの
操作マニュアル

特定有害物質を含む地下水が到達し得る「一定の範囲」の考え方

特定有害物質の種類 一般値（ｍ）

第一種特定有害物質 概ね 1,000

六価クロム 概ね 500

砒素、ふっ素、ほう素 概ね 250

シアン、カドミウム、鉛、水銀及びセレン並び
に第三種特定有害物質

概ね 80

この区域は、特定有害物質の種類や地下水の流
向・流速等に関する諸条件により大きく異なると
考えられることから、原則として個々の事例ごと
に設定することとする。（地下水汚染の到達距離
の計算ツールを環境省HPに公開する。）

✓ ただし、一般値が地下水汚染の到達距離の実例を踏まえて設定され
たことを踏まえ、ツールにより算出された地下水汚染の到達距離が一
般値を超える場合には、一般値を参考にして判断することが適当と考
えられる。

今回の改正

土壌汚染対策法ガイドライン第１編：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）Appendix-1. 特定有害物質を含む地
下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方より
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土壌溶出量基
準を超過する
汚染土壌

敷地境界

２．措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール
の操作マニュアル（暫定版）
事業者が目標を設定し、自治体が確認を実施

評価地点を設定

評価地点で地下水基準に適
合するために必要な条件（措
置完了の判断条件）を設定。

目標土壌溶出量
目標地下水濃度
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１．地下水汚染が到達し得る距離の
計算ツールの操作マニュアル

自治体が評価・確認を実施
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土質を選択

数値を入力

物質を選択

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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物質を選択

カドミウムの
パラメーター

クロロエチレン
のパラメーター

値の入力（２）物質種類

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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計算結果の確認

土質を選択

数値を入力

物質を選択

結果

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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２．措置完了条件（目標土壌溶出量・
目標地下水濃度の計算）の計算ツー
ルの操作マニュアル（暫定版）

事業者が目標を設定し、自治体が確認を実施
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土壌溶出量基
準を超過する
汚染土壌

敷地境界

２．措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール
の操作マニュアル（暫定版）
事業者が目標を設定し、自治体が確認を実施

評価地点を設定

評価地点で地下水基準に適
合するために必要な条件（措
置完了の判断条件）を設定。

目標土壌溶出量
目標地下水濃度

土壌中の有害物質による人の健康リスクの観点から摂取経路が遮断さ
れれば十分であるため、対策完了を判定するための基準に目標土壌溶
出量と目標地下水濃度が新たに設定されました。

目標土壌溶出量及び目標地下水濃度とは、敷地内に設置した評価地
点（敷地境界線や観測井戸）で地下水基準に適合する状態をいい、評
価地点において地下水基準の適合が確認された場合は対策完了とす
ることができます。
※要措置区域解除されるが、形質変更時要届出区域となる。
※上記文言、図の出典：東京都環境局中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン 令和２
年12 月改訂第３.００版より
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③帯水層
・土質を選択
・帯水層厚

①物質種類

④動水勾配

区域情報を
入れる

⑤距離

⑥基準不適合土壌
の大きさ

値の入力

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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帯水層
【土質の選択について】

土質の種類は、詳細調査の結果を使用することを
基本とします。土質の選択方法や、選択できる土質
の種類については、到達距離計算ツールに記載さ
れている方法を参考に選択してください（参照：p.7, 

1-2-3 値の入力 (3) 土質）。

なお、詳細調査から帯水層の土質が判明しなかっ
た場合には、到達距離計算ツールの印刷レポート
に記載されている土質を選択します。

帯水層の厚さは、原則として、土壌の汚染状態等を把握する際に行った詳細調査で確
認した結果を用います。
＜帯水層の厚さ入力時の注意点＞
◆帯水層の下端が10m 以深又は不明な場合
帯水層の下端が10m 以深の場合又は不明な場合は、帯水層底面は深さ10m の位置
とします。このため、入力する帯水層の厚さは最大10m となります。
◆帯水層の上端が10m 以深にある場合
帯水層の上端が10m 以深にあり、詳細調査では帯水層の厚さが把握できなかった場
合は、周辺の柱状図データを元に帯水層を確認し、入力してください（参照：1-2-3 値の
入力 (3)土質）

帯水層

不飽和帯

難透水層

帯水層
の厚さ

土質

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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距離

基準不適合土壌のある範囲のうち、
最も評価地点に近い地点から評価
地点までの距離（以下、「評価地点ま
での距離」という。）を入力します。

評価地点：要措置区域の地下水の下流側かつ要
措置区域の指定の事由となった飲用井戸等より地下水
の上流側において、措置実施後に地下水基準適合を満
たすことを評価する地点。

要措置区域から評価地点までの範囲は、地下水基準を
超える可能性があることに留意して、評価地点を設定
すること。

評価地点

評価地点
までの距離

評価地点が設
定できる範囲

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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基準不適合土壌の大きさ

基準不適合土壌の幅と長さを入力
します。

対象地の基準不適合土壌を全て囲
う最も小さい長方形を、長方形の1 

辺が地下水流向と平行になるように
置きます。

この時、地下水流向と平行な長方形
の辺の長さを「基準不適合土壌の長
さ」、地下水流向と直交する長方形
の辺の長さを「基準不適合土壌の
幅」とします。

評価地点

評価地点
までの距離

評価地点が設
定できる範囲

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールと
マニュアル 措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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計算結果の確認

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）の施行（平成31年4月1日）に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツール
とマニュアル 措置完了条件（目標土壌溶出量・目標地下水濃度の計算）の計算ツール、https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
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本日の流れ

１．土壌汚染のリスクの考え方と備え

２．土壌汚染対策の歴史と現状

３．汚染土壌を残して活用した事例

４．土壌汚染の環境リスクを評価する
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環境

経済

社会

対策コスト

不動産価値

レピュテーション
リスク

法務リスク

周辺住民との関係

人健康リスク

地下水資源

土壌汚染のリスクへの備え
◆土壌汚染対策の方法によって残存するリスクは変わる事を知っておく。

周辺環境へ
の影響

対策による
工事車両増加

土地利用制限

環境リスク評価

コミュニケーション
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環境リスクなどの化学物質に関する情報を、

市民、産業、行政等のすべてのものが共有し、意見交換などを通じて

意思疎通と相互理解を図ること。（環境省ＨＰより）

決して、住民に事業などを了承させることではない
市民（地域住民、市民団体、社会）、行政（自治体、国）、企業、銀行や株主

などの多様なステークホルダー

相互理解と信頼関係の構築が大事

化学物質のリスクコミュニケーション

リスクコミュニケーション

土壌汚染が判明したとき、土壌汚染対策を実施する前、

実施中および完了時などの適切なタイミングで、

事業者と周辺の住民の方々が土壌汚染やそれによる健康リスク、対策の必要性

などについて情報を共有し共通の理解をもつための双方向のコミュニケーション。

（事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン（日本環境協会）より）

土壌汚染に関するリスクコミュニケーション

平成27年度「土壌汚染に関するリスクコミュニケーション」小林剛先生資料を許可を得て一部改変して掲載
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Risk and Decision Making, U.S. Environmental Protection Agency, April, 1988, OPA87020

企業・行政等のための７つの基本原則（米国EPA）

１．市民団体・地域住民等を正当なパートナーとして受け入れ、

連携すること。

２．コミュニケーション方法を注意深く立案し、

そのプロセスを評価すること。 （結果だけでなくプロセスが重要）

３．人々の声に耳を傾けること。

４．正直、率直、オープンになること。 （公表できる情報は積極的に開示）

５．他の信頼できる人々や機関と協調、協働すること。

６．メディア(マスコミ)の要望を理解して応えること。 （前向きに答える）

７．相手の気持ちを受けとめ、明瞭に話すこと。

※参考：市民団体等のための７つの基本原則
（化学物質のﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法ガイド 日本化学会ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法検討会 浦野紘平編）

※平時のリスクコミュニケーション以外に、緊急時のクライシスコミュニケーションも大事

リスクコミュニケーション

平成27年度「土壌汚染に関するリスクコミュニケーション」小林剛先生資料を許可を得て一部改変して掲載
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課題

簡易評価

意思決定
判断

意思決定
管理 詳細評価

対策を行うべきか

（リスク）コミュニケーション

どんな対策を
行うべきか

（これまで）いつリスクコミュニケーションをするのか？

従来の（リスク）コミュニケーションの時期
意思決定をした後に情報を伝達する形が多かった。

①リスクコ
ミュニケー
ションとは
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課題

簡易評価

判断

管理 詳細評価

対策の効果はどうだったか

（リスクコ）ミュニケーション

（あるべき姿）いつリスクコミュニケーションをするのか？

（リスク）コミュニケーションはできるだけ、
意思決定の早期のフェーズから実施されるべき。

対策を行うべきか

どんな対策を
行うべきか

①リスクコ
ミュニケー
ションとは
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コミュニケーションで重要なこと（私的）

1. みんなが話しやすい雰囲気を作る。

2. 住民の興味・関心を知る。

3. ステークホルダーの意見を踏まえて一緒に考える。

4. （可能であれば）一緒に調査をする。

5. 調査結果をフィードバックする。

住民説明会の雰囲気って
話しにくいですよね。

そもそも理解していただけ
てない可能性も。

関心がないことを聞かされても。

一人ひとり価値観・関心が異なることも理
解しておく必要がある。

調査を一緒にすると仲良くなれます。
住民のみなさんが先生になる！

地元にとってのベネフィットを考える必要あり。
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土壌汚染のリスクへの備え
◆土壌汚染対策の方法によって残存するリスクは変わる事を知っておくこと
◆複数の土壌汚染対策のメリット/デメリットを比較すること
◆早めに状況把握し、対策の意思決定にしっかり時間をかけること
◆土壌汚染を発生させないことが重要
◆ステークホルダー（利害関係者）により重要視する項目が異なる。
ステークホルダーとの対話を早い段階から実施すること

土壌
汚染
調査

汚染あり

汚染なし

汚染の除去

汚染の管理

掘削除去

原位置浄化

封じ込め

被覆・
モニタリング

土地
売買

土地
賃借

土地
改変

資産
評価

ISO・
自主的
調査

法・
条例


